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令和５年 第６回沼田町議会臨時会 会議録 

 

                      令和 ５年 ６月２９日（木） 

                      午後 ２時３０分  開 会 

１．出席議員 

   議 長 １０番 小 峯   聡 議員    １番 畑 地   誉 議員 

       ２番 篠 原   暁 議員   ３番 鵜 野 範 之 議員 

       ４番 久 保 元 宏 議員      ５番 三 浦 実 希 議員 

                       ７番 長 野 時 敏 議員 

       ８番 大 沼 恒 雄 議員    ９番 上 野 敏 夫 議員 

 

２．欠席議員  ６番 伊 藤   淳 議員 

  

３．地方自治法第１２１条の規定により、説明のため会議に出席した者の職氏名 

  町  長   横 山   茂 君  教育長    三 浦   剛 君 

  

 

４．町長の委任を受けて出席した説明員 

  副町長      菅 原 秀 史 君  総務財政課長  村 中 博 隆 君 

  農業推進課長 前 田 昌 清 君 

住民生活課長 嶋 田 英 樹 君  建設課長    瀧 本 周 三  君   

保健福祉課長 小 玉 好 紀 君  和風園園長  安 念 昌 典 君 

旭寿園園長  荒 川 幸 太  君  会計管理者  按 田 義 輝 君 

 

５．教育委員会教育長の委任を受けて出席した説明員 

  出席者なし 

 

６．職務のため、会議に出席した者の職氏名 

  事務局長     黒 田 美 和  君  書  記      中 山 裕 樹 君 
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７．付議案件は次のとおり 

 
（議件番号） 
 
 

議案第５１号 

議案第５２号 

（件   名） 
会議録署名議員の指名 
会期の決定 

緑町団地Ｄ棟長寿命化改修工事の請負契約について 

沼田町特定環境保全公共下水道沼田浄化センターの建設工事委託

に関する協定の締結について 
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開 会   午後 ２時３０分   

 

（ 開 会 宣 言 ） 

○議長（小峯聡議長）これより本日を以って招集されました令和５年第６回沼田町

議会臨時会を開会します。只今の出席議員数は９人です。定足数に達していますの

で、直ちに本日の会議を開きます。本日の議事日程はお手元に配布のとおりであり

ます。   

 

（ 会議録署名議員の指名 ） 

○議長（小峯聡議長）日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議

員は、会議規則第１２５条の規定により、８番、大沼議員、１番、畑地議員を指名

いたします。   

 

（ 会 期 の 決 定 ） 

○議長（小峯聡議長）日程第２、会期の決定を議題といたします。お諮りいたしま

す。本臨時会の会期は本日１日間にいたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小峯聡議長）ご異議なしと認めます。よって、会期は本日１日間に決定し

ました。 

 

（ 一 般 議 案 ） 

〇議長（小峯聡議長）日程第３、議案第５１号、緑町団地Ｄ棟長寿命化改修工事の

請負契約についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。建設課長。 

〇建設課長（瀧本周三建設課長）議長。議案第５１号、緑町団地Ｄ棟長寿命化改修

工事の請負契約について。下記のとおり請負契約を締結するため、地方自治法第９

６条第１項第５号の規定によって、議会の議決を求める。ただし、設計変更に伴い

必要があるときは、請負金額の１０パーセント以内において変更することができる。

記。１、契約の目的、緑町団地Ｄ棟長寿命化改修工事。２、契約の方法、一般競争

入札。３、契約金額、１億２８５万円。４、契約の相手方、沼田町南１条３丁目６

番６２号、広進工業株式会社、代表取締役、広野辰也。５、工事場所、沼田町緑町。

６、工期、本契約締結通知日から令和５年１２月２０日まで。令和５年６月２９日

提出。町長名でございます。本工事の概要についてご説明申し上げます。今回、長

寿命化に向けた改修工事を行う公営住宅は、平成７年度に建設し、築２８年を経過
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した１棟１８戸の公営住宅で、平成２５年３月に作成し、直近では令和５年３月に

改定した沼田町公営住宅等長寿命化計画に基づき、屋根及び外壁の耐久性の向上に

より良好な居住環境を維持するために、社会資本整備総合交付金を活用し実施する

ものであります。本工事の主な内容は、共同住宅１棟の改修であり、屋上防水改修

８８７平方メートル、外壁改修１，９６９平方メートルのほか、省エネルギー性の

向上及び再生可能エネルギーの導入のための設備等の改善として、内窓改修、サッ

シの断熱性の向上でございますが、１１４箇所などを行うものでございます。なお、

今回の契約に当たっての入札は、一般競争入札により実施しており、４月２４日に

公告し、４月２５日から６月２０日まで入札の参加の申し込みを受付し、２社によ

り６月２７日に入札を実施いたしました。参考までに、入札の参加資格は、単体企

業の場合は沼田町の競争入札参加資格者名簿に登録されており、北空知管内深川市、

沼田町、秩父別町、妹背牛町、北竜町に本社または支店等を有し、これまでの実績

を判断する基準として、過去１０年間にこの工事と同種の施工を行った実績を有し

ていることを主な条件といたしました。共同企業体の場合は、沼田町経常建設共同

企業体に登録されている共同企業体で、構成員の１社が単体企業同様の要件を有し

ていることを主な条件といたしました。なお、次の頁には、資料といたしまして入

札参加者を記載しておりますので、お目通しをお願いいたします。以上、緑町団地

Ｄ棟長寿命化改修工事の概要を説明とさせていただきます。ご審議ほど、よろしく

お願いいたします。 

〇議長（小峯聡議長）説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（小峯聡議長）質疑なしと認め、質疑を終結いたします。これより討論に入

ります。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（小峯聡議長）ご意見なしと認め、討論を終結いたします。議案第５１号に

ついて採決いたします。お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに

ご異議ありませんか、 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（小峯聡議長）ご異議なしと認めます。よって、議案第５１号は原案のとお

り可決されました。 

 

（ 一 般 議 案 ） 
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〇議長（小峯聡議長）日程第４、議案第５２号、沼田町特定環境保全公共下水道沼

田浄化センターの建設工事委託に関する協定の締結についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。建設課長。 

〇建設課長（瀧本周三建設課長）議長。議案第５２号、沼田町特定環境保全公共下

水道沼田浄化センターの建設工事委託に関する協定の締結について。下記のとおり

建設工事委託に関する協定を締結するため、地方自治法第９６条第１項第５号及び、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定によ

って、議会の議決を求める。記。１、協定の目的、沼田町特定環境保全公共下水道

沼田浄化センターの建設工事委託に関する協定。２、協定の方法、随意契約。３、

協定金額、３億３千万円。４、協定の相手方、東京都文京区湯島二丁目３１番２７

号、日本下水道事業団、理事長、森岡泰裕。５、工事場所、沼田町字沼田。６、着

手及び完成予定、令和５年度から令和６年度まで。令和５年６月２９日提出。町長

名でございます。本協定の概要についてご説明申し上げます。今回、協定により建

設工事を委託する沼田浄化センターにつきましては、平成２年度に供用を開始し、

設置から３２年を経過し、経年劣化が進んでいることから、令和２年度に策定しま

した沼田町ストックマネジメント計画に基づき電気設備を更新するものであり、社

会資本整備総合交付金を活用し実施するものであります。本工事の主な内容は、受

変電設備、自家発電設備、監視制御設備、負荷設備を更新するもので、施工にあた

っては既存設備の撤去、機器の構造政策、据え付け運転などを実施するもので、工

期は１８ヶ月程度を必要とすること、また稼働中の既存施設との運転切替など、工

程調整や発注工事の経済性、施工の安全性を総合的に考慮した結果、先日の定例会

でご承認いただきました、債務負担行為期間の２ヶ年で実施するものでございます。

なお、今回の協定は随意契約により実施する予定でございまして、建設工事の発注

から精算報告までの事務すべてを、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

における専門知識を有しており、地方自治体への技術支援を主たる業務として、下

水道計画の策定や終末処理場の建設、改築等の業務を一括して代行可能な唯一の機

関であります日本下水道事業団に依頼するものであります。日本下水道事業団に対

しましては、これまでも沼田浄化センターの建設工事、非常電源の設備、また、今

回の協定に係る工事の実施設計などを協定により実施しておりまして、これまでの

実績からも現場や設備の状況を把握しており、スムーズな施工が見込まれることか

ら、沼田町財務規則第１２０条第２項第５号の規定に基づき、随意契約するもので

ございます。以上、沼田町特定環境保全公共下水道沼田浄化センターの建設工事委

託に関する協定の概要説明とさせていただきます。ご審議のほど、よろしくお願い

いたします。 
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〇議長（小峯聡議長）説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（小峯聡議長）質疑なしと認め、質疑を終結いたします。これより討論に入

ります。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（小峯聡議長）ご意見なしと認め、討論を終結いたします。議案第５２号に

ついて採決いたします。お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに

ご異議ありませんか、 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（小峯聡議長）ご異議なしと認めます。よって、議案第５２号は原案のとお

り可決されました。 

 

（ 閉 会 宣 言 ） 

○議長（小峯聡議長）以上で、本臨時会に付議された案件は全て終了しました。こ

れにて、令和５年第６回沼田町議会臨時会を閉会いたします。お疲れ様でした。 

 

午後 ２時３８分 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




